
別紙様式（第８関係） 

条件付一般競争入札説明書 

 

１　入札参加資格 

(1)　過去２年間において国や地方自治体におけるノーコード開発プラットフォームツール

の導入及び概要説明会やハンズオンセミナーなどの活用支援業務に携わった実績を２件

以上有すること。 

(2)　支援拠点が当町から概ね２時間以内にあること。 

(3)　次に掲げる要件を満たしていること。 

　①　会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者（ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定

を受けている場合を除く。）でないこと。 

　②　町税の滞納がないこと。 

③　以下に定める届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）

でないこと。 

　・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務 

　・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務 

　・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務 

 

２　入札参加資格が認められない者に対する説明 

(1)　 入札参加資格がないと通知があった申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結

果通知書により通知のあった日から令和７年５月30日（金）までの間、書面（様式任

意）によりその理由の説明を求めることができる。 

ア　提出期限　令和７年５月30日（金）の午後５時まで（日曜日、土曜日及び祝日を除

く。以下同じ。） 

イ　提出場所　公告で指定した申請書の提出先 

ウ　提出方法　書面（様式任意）は持参、電送又は郵送による。 

(2)　(1)への回答は、入札日前日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 



３　仕様書の閲覧 

公告にて行なうとともに、公告で指定した閲覧場所において、閲覧及び貸出しを行う。

ただし、貸出しは当日限りとする。 

 

４　契約成立要件 

(1)　落札者の決定後、この入札に付する契約書を作成し、契約が確定するまでの間におい

て、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、又は満たさない

と足りる確認がなされた場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 

　　①　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の４

第１項の規定に該当しない者であること。 

　　②　政令第 167 条の４第２項の規定による本町の入札参加制限を受けていない者である

こと。 

　　③　会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者（ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認

定を受けている場合は除く。）でないこと。 

　　④　事業者の代表者、役員（執行役員含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者

等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団（同

法同条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有してい

る者でないこと。 

　　⑤　町税及び消費税の滞納がないこと。 

 

６　その他 

(1)　手続における交渉は無いこと。 

(2)　提出された書類は返却しないこと。 

(3)　提出書類作成に係る費用は、提出者の負担とすること。 

(4)　その他入札参加資格の確認にあたり、必要な書類の提出を求める場合があること。 

(5)　入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。 


